
広島市   福祉事務所長 

令和８年４月保育所等入所に関する意向確認書 兼 変更・取下申請書 

届出保護者 氏 名              （保護者連絡先℡  －  －  ） 

申込こども 氏 名              生年月日（令和  年  月  日） 

申込第１希望園 施設名                                

 

以下の設問について、裏面の注意事項に同意した上で提出します。※必ず裏面の注意事項をご確認ください。 
 

設問 1  令和８年４月入所の希望について、申込内容に変更がありますか。 

 □ 変更なし  

 □ 変更あり ※変更内容を、本紙下部≪設問１の変更内容について≫にご記入ください。 

□ 希望園等の変更がある 

□ 4 月入所希望日及び延長保育開始日、翌月以降の希望日に変更がある 

□ きょうだい条件に変更がある 

□ 育児休業復帰に係る申込み（X ランクでの審査希望）に変更がある 

    □ 取り下げる（該当月に○してください。〇のある月以降の入所選考は行いません。） 

令和８年（ １月 ・ ２月 ・ ３月 ・ ４月 ）以降の申込みを取り下げる 
 

設問 2  育児休業復帰又は就労予定で申込みをしていますか。 

□ 申込みをしていない 

□ 申込みをしている  

□ 私、又は私の配偶者は現在、育児休業取得中又は就労開始予定ですが、保育所等に入所が決定した場

合、入所日の翌日から１か月以内に職務に復帰又は就労開始します。 

※ 職務復帰又は就労開始後、速やかに就労証明書を作成いただき、ご提出ください。 

※ 入所日の翌日から１か月以内の職務復帰又は就労開始が確認できない場合は入所取消しとなる場合があります。 

 

≪設問 1 の変更内容について≫ 

⑴ 希望園等の変更がある＜第９希望以上を追加する場合はメモ紙などにご記入ください。＞  

4 月入所希望日及び延長保育開始日、翌月以降の希望日、きょうだい条件、育児休業復帰に係る申込みの変更は 裏面 へ 

提出期限 

提 出 日 令和  年  月  日 

令和８年１月１３日（火） 

第1希望

第2希望

第3希望

第4希望

第5希望

第6希望

第7希望

第8希望

園見学

未 ・ 済

未 ・ 済

未 ・ 済

未 ・ 済

未 ・ 済

未 ・ 済

未 ・ 済

未 ・ 済

（　　　　　　　　区）

（　　　　　　　　区）

（　　　　　　　　区）
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 標準時間  　　□ 短時間

□ 標準時間  　　□ 短時間

延長保育を希望する

延長保育が保留でも
入所を希望

延長保育が保留なら
入所しない

□ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 標準時間  　　□ 短時間

□ 標準時間  　　□ 短時間
（　　　　　　　　区）

（　　　　　　　　区）

□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 標準時間  　　□ 短時間

□ 標準時間  　　□ 短時間

（　　　　　　　　区）

（　　　　　　　　区）

保育必要量

□ 標準時間  　　□ 短時間

□ 標準時間  　　□ 短時間

希望する保育所等
第9希望以上希望される場合は別紙に記入してください。

□ 

□ □ 

延長保育を
希望しない

□ 

□ 

（　　　　　　　　区）

ふりがな 

ふりがな 



⑵ 4 月入所希望日及び延長保育開始日、翌月以降の希望日について変更がある 

 

□ ４月入所希望日に変更がある 

  日を希望（復帰日又は就労開始日が  日のため） 

 

 

□ ４月延長保育開始日に変更がある 

□ 入所希望日と同日を希望 

□ 入所月の＿＿＿日を希望 

□ 入所翌月の＿＿＿日を希望 
 

 

⑶ きょうだい条件に変更がある（兄弟姉妹で同時に申込む場合の入所条件に変更がある） 

※ ④-1、④-2、⑨を選択された場合、「その他希望表」を提出してください。 

「その他希望表」のデータは広島市ホームページ（右二次元コード）から取得できます。 

 

⑷ 育児休業復帰に係る申込みに変更がある（令和８年４月～）  

□ 「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。」を選択する。※ 

□ 「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。」を選択しない。 

※ 「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。」を選択する場合、利用調整の優先度が下がります。（Ｘランク） 

※ 希望する保育所等の定員に空きがある場合などは、優先度ランクに関わらず入所となることがあります。 

※ 令和８年１月から３月の優先度ランク（X ランク）を変更する場合、「保育所等入所申込内容変更届出書」の提出が必要です。 

同じ園を希望か 

別の園でもよいか 

同じ月を希望か 

別の月でもよいか 
その他条件 補足事項 番号  

同じ園を希望 

同じ月を希望 ― 同じ園に決まらない時はきょうだい全員待機になります。 ① □ 

別の月でもよい 

上の子優先 
上の子が入所できない時は、下の子に入所可能な園があっても

下の子も待機になります。 
② □ 

下の子優先 
下の子が入所できない時は、上の子に入所可能な園があっても

上の子も待機になります。 
③ □ 

きょうだい優先なし 

同じ園を優先 

希望順位が低い園であっても、できれば同一保育所等に入所し

たい場合の条件です。※ 
④-1※ □ 

きょうだい優先なし 

希望上位園を優先 

ひとりでも希望の順位が高い園に入所したい場合の条件です。

※ 
④-2※ □ 

別の園でもよい 

同じ月を希望 
同じ園を優先 

きょうだいが同時に入所できなければ、全員待機となります。 
⑤ □ 

希望上位園を優先 ⑥ □ 

別の月でもよい 
同じ園を優先 ― ⑦ □ 

希望上位園を優先 ― ⑧ □ 

①～⑧以外の場合 ※ ⑨※ □ 

【 注意事項 】 

・提出期限までに現況届等の必要書類の提出がない場合は、令和８年度の入所申込みは取消しとなります。 

・提出されている書類の内容に変更がある場合は、変更があった書類等の提出が必要です。（勤務先や育休期間の変更、 

出産前後となった場合等） 

・２、３月で入所が決定し、４月までに転園を希望する場合は、令和８年１月１３日（火）までに別に転園の申込みが

必要です。２、３月で入所が決定しなかったときは、その転園の申込みは自動的に取り下げとなります。 

・転園が決定した場合は、現在通われている園には別のお子様が入所しますので、必ず退所していただくことになりま 

す。転園を辞退し、元の園に通うことはできません。 

・入所申込みの取下げをされる場合は、郵送でのご提出でもかまいません。（令和８年１月１３日（火）必着） 

・提出期限の翌日以降の変更は受け付けません。 

広島市ホームページ

「保育園等の入園について」

受付者  

※仮に待機となった場合の５月以降の入所希望日 

  日を希望（復帰日又は就労開始日が  日のため） 

※仮に待機となった場合の５月以降の延長保育開始日 

□ 入所希望日と同日を希望 

 □ 入所月の   日を希望 

 □ 入所翌月の   日を希望 


